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労働組合対応、労基署対応、使用者側の労務トラブルを弁護士 向井蘭が解決！
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★整理解雇（１１） 

使用者の整理解雇に関する協議・説明義務 

過去の裁判例の蓄積から整理解雇の４要素

（４要件）の１つとして使用者の整理解雇に

関する協議・説明義務が挙げられます。整理

解雇にあたり、使用者は労働者や労働組合に

対し整理解雇の必要性、規模、時期、方法等

について説明し十分に協議する義務があると

されており、これに違反する解雇は無効とさ

れます。とはいえ、具体的にいつ、何をどう

すればよいのかこれだけでは不明ですので、

前回に引き続き、説明します。 

③ 希望退職についての団体交渉 

交渉の終盤になると、労働組合は「希望退

職の募集人員数をもっと減らすべきだ」、「割

増退職金を増額するべきだ」と述べてくる場

合があります。このように労働組合が述べる

場合は、人員削減の必要性について理解を示

していることが多いので、会社も柔軟に検討

する必要があります。希望退職の募集人員数

を減らすことや割増退職金を増額することが

できないのであれば、その理由を具体的に説

明する必要があります。 

労働組合と、希望退職募集それ自体や希望

退職募集人員数、割増退職金の金額について

合意できたのであれば、その旨労働協約を取

り交わしましょう。 
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④ 団体交渉で合意できなかった場合の対応 

残念ながら労働組合と希望退職募集につい

て合意することができなかった場合でも、実

施時期を延長するなどして粘り強く交渉しま

しょう。それでも労働組合と希望退職募集に

ついて合意することができなかったのであれ

ば、やむをえないので、希望退職募集を実施

します。労働組合の執行部とは定期的に話し

合いの機会を持つなどして何とか合意できな

いか話し合いの機会を持つべきです。 

希望退職募集に応募する方が予定の人員数

に達しない場合は、すぐ整理解雇するのでは

なく、可能であれば二次募集を行います。か

つ労働組合とも再び団体交渉の機会を持ちま

す。希望退職募集の提案したときとは状況が

変わっていますので（すでに一部の組合員が

希望退職に応募したなど）、労働組合も現実的

な話し合いができる可能性があります。希望

退職の二次募集について労働組合と合意でき

なかった場合でも、やむをえませんので希望

退職の二次募集を行います。二次募集と並行

して退職勧奨の面接を行ってもかまいません。

労働組合の指示により組合員は退職勧奨の面

接を拒否する場合は退職勧奨の面接を行って

も効果はありませんので、退職勧奨を行いま

せん。二次募集を行っても希望退職募集に応

募する方が予定の人員数に達しない場合は、

整理解雇の検討をはじめます。希望退職応募

者が予定の人員数に達しなかった場合でも、

わずかに予定の人員数に達しなかったのであ

れば、人員削減の必要性が認められるかどう

かはわかりませんので、整理解雇を行わない

という決断をする場合もあります。 

整理解雇を行うと決めた場合は、解雇人員

数、解雇対象者を決め、従業員を呼んで解雇

通知を行うとしても、最後に退職勧奨を行い

ます。退職勧奨を拒否した場合は、解雇通知

書を読み上げた上で手渡し、解雇予告手当を

支払います。退職金があれば退職金を支払い

ます。 

解雇を行った後に、解雇撤回を議題とした

団体交渉を開催するよう労働組合が要求しま

すので、それには応じます。解雇をした後も、

合意退職を目指し、団体交渉には応じるべき

です。 


